
新型コロナウイルス感染症

「まん延防止等重点措置」適用による

上田市の感染対策の強化について

今まで以上に！これからも「自らを守り」「大事な人を守り」
「地域を守る」ために、今、取るべき強い対策の決断により
感染防止への取組を進めます！
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令和４年１月２６日

新型コロナウイルス感染症上田市対策本部



１ はじめに

国から長野県に対し「まん延防止等重点措置」が公示
され、本日、県より、全ての圏域の感染レベルを６とし、
まん延防止等重点措置に基づく要請が全県を対象に発出
されました。
最大の焦点は、感染者の増加による医療のひっ迫を避
け、社会機能を維持することにあります。
まん延防止等重点措置の適用により、飲食店等への営
業時間の短縮や職場、学校等における感染対策の徹底な
ど、社会経済活動や日常生活における様々な対策が要請
されたことから、市として、要請に基づく強固な方針に
より、感染防止対策への取組を進めてまいります。
今まで以上に、これからも「自らを守り」「大事な人
を守り」「地域を守る」ため、市民の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。

1



２ まん延防止等重点措置の適用

「まん延防止等重点措置」

「上田市感染防止対策」
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感染が拡大する中で、皆さまには様々な実践活動をお

取りいただいておりますが、期間中の要請や対策に対し

まして、引き続きご協力いただきますようお願いいたし

ます。

令和４年１月２７日（木）から２月２０日（日）まで



３ 長野県からの要請（１）
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□県民・事業者への要請

〇日常における外出・移動の自粛を要請
・人との距離の確保、換気が不十分な施設を避ける
・ガイドラインを遵守していない店舗の利用を控える
・リスクの高い方、ワクチン未接種の方への注意喚起

〇感染防止対策徹底への要請
・マスク着用、手洗い、手指消毒、換気などの徹底
・普段会わない方との会食を控える
・体調異変時の迅速な医療機関への相談



３ 長野県からの要請（２）
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□県民・事業者への要請

〇職場・学校等における感染対策徹底への要請
【職場】
・在宅勤務、時差出勤、リモート会議を推奨
・日常生活に不可欠となる事業者には事業継続のため
の対策の徹底

【学校施設】
・県立高校で、対面授業、オンライン授業及び自宅での
課題学習の併用を推進

・市町村教育委員会等に対し、地域の感染状況・学校規
模に応じたオンライン授業、分散登校検討の依頼



３ 長野県からの要請（３）
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□県民・事業者への要請

【保育施設等】
・保育所等は、以下について登園自粛を呼びかけ
①家庭で保育ができる保護者
②感染に不安のある保護者

【家庭】
・ご家族に療養者がいる場合、体調不良や濃厚接触者が
いる場合の外出を控える呼びかけ

・家庭内での距離の確保、マスク着用への呼びかけ

【大規模な集客施設】
・まん延防止のために必要な措置を講じるよう要請



３ 長野県からの要請（４）
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〇事業者への要請

・飲食店等への営業時間の短縮等（協力金の支給）

イ　酒類の提供

5時から21時まで 可（21時まで） 2.5万～7.5万円

5時から20時まで ※不可（持ち込み含む） 3万～10万円

信州の安心なお店
非認証店

※不可（持ち込み含む） 3万から10万円5時から20時まで

※新型コロナウイルス拡大防止協力金事業

※募集要項・様式公表2月下旬、申請期間・支給時期未定、大企業等は別の算定方法もあり

区分
要請内容 協力金額（売上に

応じて１日当たり）ア　営業時間の短縮

信州の安心なお店
認証店

いずれか選択



〇日帰り温泉の営業時間の短縮、利用人数の制限を実施
※施設内の飲食を提供する施設は飲食店に対する要請を準拠

（以下継続対応）

〇市有施設は感染防止対策を講じたうえで運営

※詳細は市ホームページ等でお知らせ

〇貸館事業は、主催者に対し延期や中止を依頼
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４ 上田市における対応(１)

■市有施設・貸館事業等の対応について

運営継続施設名（温泉施設） 期間中閉館時間

ふれあいさなだ館

一律午後８時
あいそめの湯

室賀温泉ささらの湯

武石温泉うつくしの湯



□小中学校の対応
〇各学校の状況に応じて、短縮授業や分散登校、ノート
パソコンを活用した学習活動やオンライン授業を検討
し実施。

〇放課後児童施設の利用者を以下により制限
①留守家庭対応部分登録者のみの利用（自由枠利用停止）
②利用の自粛、小学校低学年児童の優先利用の呼びかけ

（以下継続対応）

〇中学校の部活動は原則実施しない
〇感染リスクの高い学習活動・安全な実施が困難であると
判断する学校行事は中止・延期

〇期間中の学校の体育館、校庭とも 貸出を中止 8

４ 上田市における対応(２)

■教育施設における対応について



□社会教育関係（公民館・図書館・博物館）
〇公民館は運営を継続。ただし利用の自粛を呼びかけ
〇貸館業務は継続。ただし期間中の新規予約受付を休止

（以下継続対応）
〇市主催の事業は原則中止又は延期
〇図書館は管内滞在時間を30分以内、一部サービスを制限
〇上田市立博物館、信濃国分寺資料館など文化施設は開館を継続
※市内の感染状況や県の対応状況により利用制限や休館等を実施
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４ 上田市における対応(３)

■教育施設における対応について

□スポーツ関係（体育館等施設）
〇屋外体育施設：感染対策を徹底したうえで運営
〇屋内体育施設：利用の自粛の呼びかけ、

期間中の新規予約受付を休止
（以下継続対応）
〇市主催の行事・イベントは、原則として中止又は延期
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４ 上田市における対応(４)

〇保育園・幼稚園は、以下を呼びかけ運営を継続
①家庭で保育が可能な場合は登園を控えることを依頼

■保育施設等における対応

■広報・啓発対応について
〇県が行う啓発活動と連携した広報の実施を検討

（以下継続対応）

・広報車による啓発活動、市有施設での館内放送等

■福祉関係施設等における対応について

〇ふれあい福祉センター、丸子福祉センター、真田総
合福祉センター、長瀬市民センターの貸館業務を休止
すでに予約済の場合も利用の自粛を依頼

（以下継続対応）
〇高齢者福祉センター、真田老人福祉センターは休館
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４ 上田市における対応(５)

■事業者に対する対応について

〇県の要請による営業時短、酒類提供の中止等の要請に
かかわる情報発信をサポート

県の要請期間：令和４年１月２７日（木）から
令和４年２月２０日（日）まで

〇県と連携した市独自の事業者支援を検討、実施



〇国・県との連携に基づくワクチン接種の前倒しなど、
追加接種の取組を促進

★３回目のワクチン追加接種の準備を進めております。

接種可能になりましたら、この機会に接種をご検討くだ
さい。

□３回目ワクチン接種日程（予定）
65歳以上の高齢者：令和４年２月１日から順次
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４ 上田市における対応(６)

■感染拡大防止の取組について



〇市民サービス提供の継続に向けた取組
①業務継続計画（BCP）に基づく対応と対策
②人員体制確保への取組を実施

〇市役所庁舎管理の取組
①交流スペースなど一部設備の利用制限
②体温37.5℃以上の職員や来庁者の入庁制限の実施
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４ 上田市における対応(７)

■市役所業務継続への取組について
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５ 最後に

第６波により、市内でも新規陽性者が過去に例を見ないス
ピードで増加しており、特に幼い子供を含めた若年層の感染が
急拡大し、併せて家庭内感染による増加も顕著となっています。
市民の皆さまには２月２０日までの期間中、大変なご不便と
つらい思いをさせることとなり、たいへん心苦しい限りでござ
いますが、市一体となって感染防止を進め、社会機能を維持し、
市民の暮らしと地域の産業を守るためにご協力をお願いします。
感染された方や濃厚接触の方などで自宅で療養をされる方も
増加している中で、改めて、マスクや手洗い、時間を決めたこ
まめな換気など、今一度、感染対策の徹底をお願いします。
最大級の感染防止対策をお一人おひとりが実践していただい
ている中で、一日も早い収束を迎えることができるよう、皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。


